
 

 

吉川市事業継続支援金給付要綱 

令和２年８月２５日告示第２３２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により市内経済に大きな影響が生

じていることを踏まえ、事業活動の継続及び雇用の維持を目的として事業者等に対

し、予算の範囲内で吉川市事業継続支援金（以下「支援金」という。）を給付するこ

とに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをい

う。 

(1) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者又は

小規模企業者 

(2) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業

等協同組合 

(3) 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に規定する農業者及び農事組合法  

 人 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの 

 （支援金の対象者） 

第３条 支援金の対象者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次の各号の

いずれかに該当する事業者等とする。 

 (1) 令和２年１月から申請日の属する月の前月までの間に、事業収入 が前年同月比

で２０％以上５０％未満減少した月が存在すること。 

 (2) 事業を開始した日から申請日までの期間が１年未満の事業者等（令和元年１２月

３１日前に事業を開始している事業者等に限る。）にあっては、令和２年１月以後

の月の事業収入が、前年の月平均の事業収入と比べ２０％以上５０％未満減少して

いること。 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

 (1) 事業継続に係る支援金 １事業者等当たり１００，０００円 

 (2) 家賃に係る支援金 １事業者等（自らの事業のため国内の土地又は建物（その使

用及び収益の形態に鑑みこれらに類するものを含む。以下同じ。）に関する賃貸借

契約又はこれと類似する契約（以下「賃貸借契約等」という。）に基づき他人の所

有する土地又は建物を使用及び収益する権利を有する事業者等に限る。）当たり次

のア又はイに掲げる額のうちいずれか少ない額 

ア 申請日前１月以内に賃料等（賃貸借契約等に基づき土地又は建物を使用及び収益を

するために対価として支払う金銭（当該対価に係る租税を含む。）をいう。以下同



 

 

じ。）として支払った額（複数月分の賃料等をまとめて支払っている場合にあって

は、１月分に相当する額）に１５分の１を乗じて得た額の６月分に相当する額  

イ ５０，０００円 

（支援金の給付申請） 

第５条 支援金の給付を受けようとする事業者等は、吉川市事業継続支援金給付申請書

兼請求書（様式第１号。以下「申請書」という。）を令和３年１月２９日までに市長

に提出しなければならない。 

２ 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 (1) 市長が別に定める算定表 

 (2) 令和元年分の確定申告書 

 (3) 納期到来分市税等完納証明書 

 (4) 振込先口座が確認できる書類 

 (5) 賃貸借契約書等の写し（前条第２号に規定する家賃に係る支援金の給付を受けよ

うとする事業者等に限る。） 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （支援金の給付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を

審査し、支援金の給付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の給付を決定したときは、支援金を当該申請者に

給付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金の給付をしないことを決定したときは、吉川市

事業継続支援金不給付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するもの

とする。 

 （不給付要件） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する事業者等に対しては、支援金を給付しない。 

 (1) 市内に住所又は事業所を有しない事業者等 

 (2) 市税等（個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自

動車税及び国民健康保険税をいう。）を滞納している事業者等 

 (3) 国が実施する持続化給付金 の給付対象となる事業者等 

 (4) 令和２年１月１日以後に事業を開始した事業者等 

 (5) 次のアからエまでのいずれかに該当する事業者等であること。 

  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例（平成２４年

吉川 市条例第１９号）第３条第２項に規定する暴力団関係者が関与している事

業者等 

  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者等 

  ウ 宗教上の組織又は団体 



 

 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業者等 

 （支援金の給付決定の取消し等） 

第８条 市長は、支援金の給付決定を受けた当該申請者が、次の各号にいずれかに該当

すると認めるときは、支援金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 前条の規定する不給付要件に該当すると認めるとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により、支援金の給付決定を取り消したときは、既に給付され

ている支援金の全部又は一部を返還させることができる。 

３ 市長は、前項の規定により支援金を返還させるときは、吉川市事業継続支援金返還

通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。 

（報告等） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、支援金の給付決定を受けた当該申請者に

対して報告させ、又は関係書類その他の物件を提出させることができる。 

（帳簿等の整備及び保管） 

第１０条 支援金の給付を受けた事業者等は、当該支援金の給付に係る証拠書類を整備

しておかなければならない。 

２ 前項の証拠書類は、支援金の給付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から５

年間保管しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

 


